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令和８年度（２０２６年度）成果の見える化による総合戦略推進業務 

企画コンペ募集要領 

 

１ 業務名称 

  令和８年度（２０２６年度）成果の見える化による総合戦略推進業務 

 

２ 業務の目的 

令和６年１２月に策定した「くまもと新時代共創総合戦略（以下「総合戦略」と言う）」に記

載する KPI について、その妥当性や網羅性等の観点から評価を行うとともに、総合戦略の目指

す姿や達成状況を測る指標のあり方について、次期戦略も見据え再検討することによって、デ

ータに基づく総合戦略の成果の一層の見える化・より適切な進捗管理につなげていくことを目

的とする。 

 

３ 業務概要 

（１）業務内容  別紙委託仕様書のとおり 

（２）委託期間  契約締結の日から令和８年（２０２６年）１２月１４日（月）まで 

（３）委託限度額 

５，０００,０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

※上記の金額には、業務において発生する交通費や事務経費等の諸経費一切を含む。 

※上記の金額は、提案にあたっての目安となる額であり、契約額は別途設定する予定価格

の範囲内で決定することとなるため、上記の金額と必ずしも一致しない。 

 

４ 企画コンペの実施 

  委託事業者の選定にあたって、企画コンペを実施する。 

  なお、選定された委託事業者との契約は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の２第１項第２号及び熊本県会計規則（昭和６０年熊本県規則第１１号）第９５条第

１項第１号の規定による単独随意契約とする。 

 

５ 企画コンペ参加及び業務受託の資格要件 

  企画コンペに参加し、事業を受託しようとする事業者は、以下の要件を満たすこと。 

 （１）委託業務に関するノウハウを有し、かつ当該委託業務を円滑に遂行するための必要な経

営基盤及び人員体制を有していること 

 （２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと 

 （３）消費税及び地方消費税並びに県税に未納がないこと 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項の規定による更正手続開始の

申立をした者又は同条第２項の規定による再生手続開始の申立をされた者でないこと 

（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定による再生手続開始の

申立をした者又は同条第２項の規定による再生手続開始の申立をされた者でないこと 

（６）熊本県物品購入等及び業務委託等契約に係る指名停止等の措置要領（平成１４年熊本県

告示第８１１号）による指名停止期間中でないこと 

（７）宗教活動や政治活動を活動目的としていないこと 

（８）暴力団又は暴力団員若しくはその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む）の統制下

にないこと 
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６ 委託事業者の選定 

  （１）委託事業者の選定にあたっては、企画提案を公募し、提出された企画提案の内容につい

て、県の審査会が書面（企画提案書）及びヒアリング（提案者によるプレゼンテーション

※）による審査を行い、採用案を決定する。 ※オンライン対応可 

  （２）県は、採用案を提案した者との間で最終的な契約条件を協議し、双方合意の上で契約を

行う。なお、採用された提案内容は、契約締結時に修正・変更が加えられる場合がある。 

  （３）契約条件が合意に至らない場合は、次点者と契約締結について協議を行うことがある。 

 

７ 質問と回答 

 （１）質問の受付期間は、令和８年（２０２６年）３月２６日（木）までとし、質問書（様式

１）にて電子メールにより行う。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

（２）質問及び回答内容について、企画コンペの公平性を保つために、県ホームページでの内

容の公表等を行う場合がある。 

（３）受付期間後の質問については、原則として回答しない。 

（４）提出先メールアドレス：kikaku@pref.kumamoto.lg.jp 

※メールのタイトルは「【企画コンペ：質問】成果の見える化による総合戦略推進業務」としてくだ

さい。 

 

８ 企画コンペへの参加表明 

  企画コンペへの参加希望者は、参加表明書（様式２）に必要な添付書類を添えて、電子媒体

の場合は電子メール、紙媒体の場合は郵便または持参により県企画課に提出すること。 

（１）提出書類 

   ①参加表明書（様式２） 

   ②添付書類 

    ア 組織体制に関する書類 

    イ 直近１事業年度の貸借対照表及び損益計算書 

    ウ 定款の写し 

    エ 事業所の履歴事項全部証明書 

    オ 納税証明書（消費税及び地方消費税並びに県税に未納がないことの証明） 

    カ 熊本県暴力団排除条例に関する誓約書（様式３） 

   ※令和９年（２０２７年）３月３１日までの熊本県競争入札参加資格（業務委託）を有する参加希

望者については、上記イ～カの提出は不要とするが、資格審査結果通知書の写しを提出すること。 

（２）提出期限 

    令和８年（２０２６年）４月６日（月）午後５時（必着） 

（３）提出先 

  ①電子メールの場合 

提出先メールアドレス：kikaku@pref.kumamoto.lg.jp 

※メールのタイトルは「【企画コンペ：参加表明】成果の見える化による総合戦略推進業務」として

ください。 

  ②郵便または持参の場合 

    熊本県企画振興部企画課戦略推進班（熊本県庁行政棟本館６階） 

    住所：熊本県熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 

 

 

mailto:kumamoto-sdgs@pref.kumamoto.lg.jp
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９ 企画提案書の提出 

 （１）提出書類 

   以下の①～⑤を電子メール、郵便または持参の方法で提出すること（紙媒体の場合は、各

５部提出）。 

   ①企画提案書（様式４） 

   ②企画提案資料（任意様式） 

    ・企画提案資料には次の点を盛り込むこと。 

     ア 実施内容 

       ・別添委託仕様書及び１１の審査基準を参照の上、作成すること。 

     イ 実施体制 

     ウ 類似業務実績及び本業務にあたっての強み 

     エ 全体スケジュール 

    ・Ａ４（横向き）で作成すること。なお、ページ数の上限は２０ページ（表紙及び目次

を除く）とする。 

    ・表紙の次ページに目次を記載すること。 

    ・目次の次ページからページ番号を記載すること。（記載箇所は任意） 

③参考見積書（任意様式） 

・見積額は、消費税及び地方消費税を含んだ金額を記載すること。 

・別添委託仕様書「４ 委託業務の内容」の（１）～（３）の項目ごとに内訳を明示す

ること。 

 ④会社概要（任意様式〔会社パンフレット等の既存資料で可〕） 

⑤事業者の取組に関する申出書（該当がある場合のみ）（様式５） 

 

 （２）企画提案内容 

   以下のポイントについて企画提案資料に具体的に記載すること。 

   ①別添委託仕様書「４ 委託業務の内容」の（１）及び（２）について、基本的な考え方

及び具体的な整理・検証・検討等の作業手順 

   ②別添委託仕様書「４ 委託業務の内容」の（２）についてはさらに、KPI間の相関性を可

視化するための工夫 

   ③別添委託仕様書「４ 委託業務の内容」の（３）について、手順の構成イメージ案 

   ④本業務に類似または関連する業務実績 

 

（３）提出期限 

   令和８年（２０２６年）４月１３日（月）午後５時（必着） 

 

（４）提出先 

８（３）に同じ。 

※メールのタイトルは「【企画コンペ：提案】成果の見える化による総合戦略推進業務」としてくだ

さい。 

 

１０ 審査方法 

  県が設置する審査会により、提出された企画提案の内容について、書面及びプレゼンテーシ

ョンによる審査を行い、採用案を決定する。 

  ただし、審査の結果、一定の基準を満たす提案がない場合は、採用案を決定しない。 
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１１ 審査基準 

審査項目 審査基準 配点 

１ 企画内容 

基本事項 

 

・本業務の趣旨、内容を十分に理解した企画であるか 

・全体的な進め方及びスケジュールは委託仕様書「４ 委託業務

の内容」の（１）～（３）の業務に対して妥当な内容であるか 

5点 

提案内容 

・KPIの配置の整理・検証及び KPI案（修正・追加・補完）の作

成についての基本的な考え方及び作業手順は、成果の見える化

や適切な進捗管理に結び付く効果的なものであるか 

10点 

・KPI ツリー案の作成についての基本的な考え方及び作業手順

は、成果の見える化や適切な進捗管理に結び付く効果的なもの

であるか 

5点 

・KPIツリー案の作成についての KPI間の相関性を可視化するた

めの工夫は、今後の庁内における KPI検討の参考になることを

期待させるものであるか 

 

5点 

・KPI検討手順の構成イメージ案は、今後の庁内における KPI検

討の参考になることを期待させるものであるか 
5点 

２ 業務遂行能力 

・業務を円滑に遂行するために必要な専門性を十分に有してい

るか 

・本業務と内容が類似した業務を行った実績があるか 

5点 

・組織的な人員配置が行われているか 

・複層的な実施及び管理の体制がとられているか 

・県等との連絡、調整体制を整えられるか 

5点 

３ 見積金額 ・各経費の見積額は、業務に対し効率的な金額であるか 5点 

４ 事業者の取組 

・熊本県ブライト企業の認定を受けているか 1点 

・障害者支援施設等からの物品及び役務の調達実績（当該年度

又は前年度）はあるか 
1点 

・事業活動温暖化対策計画書制度の対象事業者（義務及び任

意）、エコアクション 21、RE100、再エネ 100宣言 RE Action

のいずれかの認証等、または森林吸収量認証書の交付実績

（当該年度又は前年度）があるか 

※再エネ 100宣言 RE Actionの参加については、評価基準

日の前月までを対象とする 

1点 

・熊本県 SDGs登録制度の登録事業者であるか 1点 

・パートナーシップ構築宣言をポータルサイトに登録してい

るか 
1点 

合 計 50点 

 

１２ 結果の通知 

   企画コンペの結果（提案の採否）は、後日、書面で通知する。 
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１３ 日程（予定） 

内容 日程・期限 

（１）公募開始 令和８年（２０２６年）３月１３日（金） 

（２）質問書の提出期限 令和８年（２０２６年）３月２６日（木）午後５時 

（３）参加表明書提出期限 令和８年（２０２６年）４月６日（月） 午後５時 

（４）企画提案書提出期限 令和８年（２０２６年）４月１３日（月）午後５時 

（５）企画コンペ審査会 

（書面及びプレゼンテーション審査※） 

※オンライン対応可 

令和８年（２０２６年）４月１７日（金）午前中 

（６）選定結果通知 令和８年（２０２６年）４月下旬を予定 

（７）契約 令和８年（２０２６年）５月中旬を予定 

（８）中間案提示期限 令和８年（２０２６年）９月１１日（金） 

（９）業務完了、業務実施報告提出期限 令和８年（２０２６年）１２月１４日（月） 

 

 

１４ その他 

（１）提出された企画提案書は返却しない。 

（２）企画提案書等の作成及びこれらに係る附帯作業の経費等は、提案者の負担とする。 

（３）受託候補者の決定後、契約締結までの間に、受託候補者が「５ 企画コンペ参加及び業

務受託の資格要件」に規定する要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないもの

とすることができる。 

 （４）契約の相手方は、熊本県会計規則第７７条第１項の規定により、県が指定する日時まで

に契約保証金として契約金額の１００分の１０以上の金額を納付する必要がある。ただし、

同規則第７８条の規定に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。 

（５）参加表明書提出後に参加を取り下げる場合は、理由等を記載した取下げ申出書（任意様

式）を提出すること。 

（６）企画コンペの公正な実施を妨害するおそれがある行為は禁止する。 

（７）企画コンペ参加申請が１者であっても、企画コンペを実施する。 

（８）本業務委託によって得られる著作権その他の権利は、すべて熊本県に帰属するものとす

る。 

（９）提出された企画提案書は、熊本県情報公開条例（平成１２年熊本県条例第６５号）に基

づき公開することがある。 

（１０）予算が成立しなかった場合、事業を中止する可能性がある。 


